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○ 子育て・教育環境の充実 

（１）児童虐待防止対策の充実、ヤングケアラー支援の推進 

（厚生労働省・文部科学省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【現状・課題】 
○ 児童虐待相談受付件数が高い水準で推移するなか、重大な児童虐待ゼロの実現をめざ

し児童虐待防止対策を推進するためには、こども相談センター(児童相談所)とともに、
市民に身近な区役所の機能強化や被虐待児の受け皿である児童養護施設等の養育環境
の充実を図る必要があるため、さらなる制度の創設・改正や安定的かつ継続的な財政
措置が不可欠である。 

○ ヤングケアラーは、国や本市の実態調査において、こどもたちに一定割合で存在し、
なかにはケアを担うことで、友達と遊べなかったり、勉強する時間が取れなかったり
するなど様々な弊害が生じ、こどもらしく過ごせていないヤングケアラーが存在する
ことが明らかとなり、支援に向けた取組が必要である。 

（児童虐待の発生予防及び発生時の迅速・的確な対応のための体制強化と必要な財政措置） 
○ 区役所における相談支援体制・専門性の強化及び児童相談所との連携強化のために、

児童相談所に配置する区役所支援のための児童福祉司を複数ある児童相談所ごとに配
置できるよう制度改正し、財政措置を拡充すること。 

○ 高度で専門的な技術と知識の習得を目的とする児童福祉司の義務研修については、各
自治体が講師等を確保して実施するには限界があるため、国において実践的な研修を
企画・実施し、全国的に均質化を図ることが必要である。 

（施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組の拡充） 
○ 家庭的な養育環境の実現に必要な施設の小規模かつ地域分散化等を推進するために

は、建替えのための整備補助金の補助基準額の引き上げ等が必要である。 
○ 施設の小規模かつ地域分散化等の推進に伴い、児童養護施設や乳児院における職員の

人材不足の深刻化が見込まれるなか、職員の給与改善が一定図られたものの不十分で
あるため、さらなる措置費の引き上げとともに保育所への保育士宿舎借り上げ支援事
業等のような人材確保支援策、離職防止策の制度創設が必要である。 

（ヤングケアラー支援の安定的かつ継続的な推進に向けた取組の法制化と支援策、財政措置の充実） 
○ ヤングケアラーの課題解消を図るには、学校、福祉、医療、地域など周囲の大人が意識

改革を行うとともに、ヤングケアラーの視点に立った支援制度が必要となるが、それ
らは必ずしも短期間で解決できるものではないため、中長期にわたって安定的かつ継
続的な支援が進められるよう、ヤングケアラー支援の取組に関する法制化が必要である。 

○ 本市では大学教授研究チームと共同でヤングケアラー実態調査を実施し、分析を進め
ており、今後、調査結果に基づいた支援策を本格的に検討していくため、国において
も具体的な支援策と財政措置のさらなる充実が必要である。 

【本市の提案・要望】 

○ 児童虐待の発生予防及び発生時の迅速・的確な対応のための体制強化と 

必要な財政措置 

○ 施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に 

向けた取組の拡充 

○ ヤングケアラー支援の安定的かつ継続的な推進に向けた取組の法制化と 

支援策、財政措置の充実 

担当：こども青少年局 
◆こども相談センターにおける児童虐待相談受付件数の推移 

 

※平成 29 年度の相談受付件数の減少は、厚生労働省に件数計上の基準について改めて確認し、その基準の解釈に合わせたためである。 

（件） （速報値） 



 

              

                              

 

                              

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆こども相談センターの管轄区域 
 

 
● 

● 

● 

南部こども相談センター 

４行政区を管轄 

 

中央こども相談 

センター 

13 行政区を管轄 

 

市域（24行政区）に児童相談所を複数設置し、管轄区域を設定。

区役所の支援を円滑に進めるには児童相談所ごとの配置が必

要であるが、区役所支援のための児童福祉司の配置基準は、指定

都市で 1 人となっている。 

◆子育て支援・児童虐待対応体制 

 
こども相談センター（児童相談所） 

 専門的な知識や技術を要する相談 

 に対応 

 

区 役 所 

（市民に身近な相談窓口） 

※市民に身近な場所で子ども家庭
相談に対応するとともに、さまざ
まな福祉サービス等の活用を通じ

て児童虐待を予防し、早期発見に
努める。 

イエローゾーン 

(要保護) 

レッドゾーン 

(要保護) 

すべての子育て層 

(啓発・教育) 

グレーゾーン 

(要支援) 

★機能強化に取組中 
・児童相談所の複数設置 
・児童福祉司の増員 など 

 
★強化のための課題 
・より高度な専門的な技術

と知識の習得 

大阪市では、共通リスクアセスメントツールにより 

５段階（Ａ～Ｅ）の虐待リスクに分類し、こども相

談センターと区役所で役割分担している。 

児童虐待防止対策を充実するには、 

こども相談センターと区役所のさらな

る機能強化・連携強化が必要である。 

北部こども相談センター 

７行政区を管轄 

今後、東部方面を 

管轄する４か所目の 

開設を予定 

Ａ 最重度 

Ｂ 重度 

Ｃ 中度 

Ｄ 軽度 

 

Ｅ 危惧 

★機能強化に取組中 
・子ども家庭総合支援拠点
としての職員の配置 など 

 
★強化のための課題 
・相談支援体制の強化のた

めに児童相談所からの支援
が必要 
 

連携・支援 

◆施設の小規模かつ地域分散化 

施設の小規模かつ地域分散化等の課題 

 ・施設整備の促進（補助基準額の引き上げが必要） 

 ・施設職員の確保（職員の給与改善や保育所等に配置 

される保育士と同程度の人材確保対策が必要） 

 

※令和 2年度に大阪市社会的養育推進計画を策定し、

家庭養育優先原則を徹底。里親委託の推進とともに、

施設の小規模化を進める。 

➡ ヤングケアラー存在割合：9.2%、有効回答数：45,340人 

 

◆大阪市立中学校生徒を対象としたヤングケアラー実態調査結果〈速報値の概要〉 

 

 

5.6%

6.1%

23.1%

8.0%

9.1%

30.4%

自分のために使える

時間が少ない

家庭の経済的

状況のこと

友人関係のこと

・ケアの有無による悩みや困りごとについて

（複数選択あり）

ケアをしている ケアをしていない

1,168人 1,180人

16.40%

16.70%

平成30年度末 令和11年度末

本体施設
(大規模施設)

66.9%

里親等
36.5%

小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ

小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ

里親等

(本体施設も小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ化)

63.5%


